
 

令和６年度工事施工業者講習会 

 

令和６年５月１６日（木）  
 午前の部 １０時００分～ 
午後の部 １３時３０分～ 

                ライフポートとよはし 中ホール 

 
次 第 

       
開会の挨拶 

 
講習 

１．令和５年度工事成績評価について 

２．工事検査のポイントについて 

３．スライド条項について 

４．令和６年度入札制度の改定、新規制度について 

５．公契約条例について 

６．その他 

（・余裕期間制度、工事情報共有システム、入札監視委員会等につ

いて） 

 
    ※ご案内のとおり質疑時間を設けません。講習後ご案内時に送付いた

しました質問用紙にて申込先（下記メールアドレス）までメールにて

5 月 31 日までに送付願います。 
     申込先メールアドレス：keiyakukensa@city.toyohashi.lg.jp 

 
 

豊橋市財務部契約検査課 



１　検査の種類

・しゅん工検査・・・・・・

・部分払出来形検査・・・

・中間検査・・・・・・

・随時検査・・・・・・・工事の途中において随時必要と認めたとき。

・部分使用検査・・・・

・事前検査・・・・・・

・指定部分しゅん工検査・

２　内　　容
　（１）工事検査件数 （件）

区　　　分

 しゅん工検査

 部分払出来形検査

 中間検査

 随時検査

 部分使用検査

 事前検査

 指定部分しゅん工検査

計

　（２）しゅん工検査の評定結果 （件）

区　　分
しゅん工検査

85点以上
比率

80点以上85点未満
比率

75点以上80点未満
比率

70点以上75点未満
比率

65点以上70点未満
比率

65点未満
比率

令和５年度工事検査結果

１件１３０万円を超える工事がしゅん工したとき。

工事目的物の引渡し前に出来形部分の全部又は一部を使
用しようとするとき。

契約者より部分払いの請求があったとき。

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

443 409 345 408 406

13 10 15 10 9

15 14 20 21 14

133 120 106 142 105

27 35 36 29 15

100 107 118 92 80

0 0 1 1 7

731 695 641 703 636

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度443 409 345 408 406
7 5 5 11 14

1.6% 1.2% 1.4% 2.7% 3.4%
167 184 191 209 216
37.7% 45.0% 55.4% 51.4% 53.3%
203 171 115 125 132
45.8% 41.8% 33.3% 30.7% 32.5%
54 40 33 58 30

12.2% 9.8% 9.6% 14.3% 7.4%
8 8 1 5 11

1.8% 2.0% 0.3% 1.2% 2.7%
4 1 0 0 3

0.9% 0.2% 0% 0% 0.7%

設計金額４，０００万円を超えるもの及び４，０００万
円以下で契約検査課長が指定する工事の設計書の審査。

工事の検査に先立って、工事目的物の一部を指定してそ
の引渡しを受けるとき。

しゅん工後、検査し難い部分の工事及び１億５，０００
万円以上の工事。
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（件）

区　　分

 1,000万円以下

 1,000万円超2,000万円以下

 2,000万円超3,000万円以下

 3,000万円超4,000万円以下

 4,000万円超5,000万円以下

 5,000万円超6,000万円以下

 6,000万円超

計（件）

（百万円）

（件）

区　　　分

 修補補正指示工事

 注意指導工事

　（５）工種別しゅん工検査件数と注意指導工事（口頭指示）の状況

※Ｐ３以降当該年度にしゅん工した工事について報告する。

0.7%

0%

0%

9.7%

0%

0%

0%

3

0

0

0

3

比率

0%

0%

0%

0%

31

33

66

55

406

注意指導工事

0

0

0

0

 建築一式工事

 電気工事

 管工事(水道施設含む）

 その他（上記以外）

計

検査件数

144

18

33

9

区分

 土木一式工事

 とび・土工・コンクリート工事

 舗装工事

 塗装工事

 防水工事

　（３）請負金額別しゅん工検査の状況

元年度 2年度 3年度 4年度 ５年度

132 113 85 93 93

103 82 84 86 79

90 71 61 71 60

35 45 31 44 45

18 31 18 24 27

12 16 18 15 22

53 51 48 75 80

345 408 406

21,834 15,711 16,469 21,358 21,575

　（４）検査の措置

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

0 0 0 1 0

443 409

1 4 2 3

0

 造園工事

7

10

0

　　　　・修補補正指示工事：修補の内容が重要で相当規模になるもの、または
　　　　　　　　　　　　　　修補に要する期間が相当長く見込まれるもの。

　　　　・注意指導工事　　：機能的に支障なく比較的簡易で短期間のうちに
　　　　　　　　　　　　　　修補できると判断されるもの。
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（単位：件）

ランク

A 64 64 62 73 81

B 40 38 22 22 33

C 25 16 21 20 20

他 6 3 5 2 10

A 19 19 14 17 16

B 9 7 6 8 10

C

D

他 1 0 1 3 5

市内 30 19 19 24 16

他 6 5 0 0 2

A 32 28 23 13 25

他 15 10 6 30 8

A 17 17 13 11 11

B 7 5 4 7 3

他 3 1 0 4 0
　タイル･れんが･ブロック
　工事 0 0 0 0 0

市内 0 0 0 1 0

他 0 0 0 0 0

A 26 28 26 32 29

B 8 11 9 11 4

他 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18 15 9 10 9

11 9 12 11 7

0 0 0 0 0

市内 11 19 16 15 35

他 14 4 2 6 5

0 8 0 0 0

10 9 11 9 10

0 1 1 2 1

1 1 0 0 0

1級 40 43 54 56 40

２級 14 12 1 9 9

３級 1 4 0 0 1

他 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0

5 5 6 8 8

10 7 1 4 6

443 409 345 408 406

５年度

117

28

24

23

0

39

23

110

　塗装工事

21,575

144

31

18

33

14

0

33

40

52

43

1

21

　建築一式工事

　鋼構造物工事

　ガラス工事

工事業種

　土木一式工事

　とび・土工
　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

　電気工事

　舗装工事

　しゅんせつ工事

　管工事

　機械器具設置
　工事

　防水工事

　内装仕上工事

  解体工事

  清掃施設工事

  消防施設工事

総請負額（百万円）

計（件）

　電気通信工事

  造園工事

  さく井工事

　水道施設工事

  建具工事

21,834

135

29

36

15,711

60

25

38

121

34

0

35

55

26

24

27

0

47

43

65

21,358

18

56

16,496

３　業種別の工事件数

元年度 ２年度 ３年度 ４年度

22

21

19

29

17

 3

3



(単位：件）

まちなか活性課

(H26まで産業部）

水道管路課
(H27まで管路保全課)

産業部

11

7

38

101

37

57

10

6

406

0

3

16

56

47

33

409

28

0

29

80

3

25

2

23

25

11

4

1

15

68

5

全体合計 443

市民病院 管理課

教育部 教育政策課 1

下水道施設課

10

17

9

下水道整備課

21

5

0

24

24

総合動植物
園

動植物園

都市計画部

住宅課

39

上下水道局

浄水課

区画整理課

公園緑地課

55

0

埋立処理課

12

建設部

道路維持課 74

道路建設課 18

河川課

建築課

5

77

部局別 課名

環境部

資源化ｾﾝﾀｰ
(H29まで施設課)

農地整備課
(～R５)

0

5

施設建設室

0

7

0

0

9

0

21

63

21

7

0

0

8

73

12

28

56

3

26

6

0

0

345

1

17

57

16

31

4

8

2

0

8

75

19

31

71

3

25

4

0

0

408

2

24

64

29

37

6

４　部局別の工事件数

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
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最高 最高
最低 最低
100 90
88.5 62
100 85
91.8 64
100 84
88.5 72
99.8 88
89.4 71
99.2 85
84.6 71

- -
- -
- -
- -

99.9 85
88.8 67

- -
- -

94.2 84
91.0 76
96.6 82
91.6 69
100 87
91.5 66

- -
- -

99.1 83
92.5 78
90.0 81
90.0 81

- -
- -

100 85
89.4 65

- -
- -

99.9 82
92.6 75
100 80
93.7 75
100 90
84.6 62

件 社 ％ ％ 点 点

５　請負率と成績評定点（業種別）

消防施設工事

ガラス工事 0 - - -

0 - -

-

-

-

92.5

94.1

-

-

97.2

80.1097.5

90.0

建具工事

さく井工事

-

-

-

9

-

造園工事

79.17

76.83

91.5

96.54

21

97.8 78.25

-

95.3 79.14全体合計 406

6

塗装工事

解体工事

水道施設工事

154

81.00

機械器具設置工事

95.5

51 79.74

78.77

95.7

97.6

78.89

98.0

18

144

31

平均

90.7

平均

成績評定点請負率
工事
件数

94.7 79.82

79.64

0

-

-

33

工 事 業 種

電気工事

とび・土工・コンクリート工事

建築一式工事

土木一式工事

10

16

10

22

施工
業者

13

鋼構造物工事

タイル・れんが・ブロック工事

管工事

9

33

7

19

14

0

7

40

清掃施設工事 8 2

11

0

52

10

舗装工事

-電気通信工事 0

防水工事 6 77.57

80.78

79.55

77.78
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６　工事業種別の平均請負率（令和元年度～令和５年度）

　単位：％
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

土木一式工事 93.74 94.21 94.29 95.28 95.70

舗装工事 98.40 97.68 97.08 97.52 97.20

造園工事 96.49 96.39 96.57 98.14 97.50

水道施設工事 92.31 89.64 88.93 92.16 91.50

建築一式工事 96.81 97.96 98.18 97.05 97.60

電気工事 94.94 93.31 93.89 92.57 94.70

管 工 事 96.36 96.37 94.96 94.89 95.50

その他工事 93.15 93.75 93.89 94.43 96.65

94.33 94.09 93.93 94.72 95.34

■土木系
　土木一式工事：

　舗装工事　　：

　造園工事　　： 令和元年度以降は97%前後で推移している。

　水道施設工事：

■建築系

　建築一式工事： 令和元年度以降96％超で推移している。

　電気工事　　：

　管工事　　　： 管工事：令和元年度以降95%前後で推移している。

　その他工事　：

■全体　　　　： 令和元年度以降94%前後で推移し、令和５年度は95.34%となっている。

令和元年度から93%前後で推移していて、令和５年度は2.2％上昇して94%
台となっている。

その他工事：令和元年度以降上昇傾向であり、令和５年度は96%台となって
いる。

土
木
系

建
築
系

全　　体

令和元年度以降94％前後で推移し、令和４年度からは95%台となっている。

令和元年度以降97%を超える値で推移している。

令和２年度から連続して90%を下回ったが、令和４年度からは91%以上に回
復した。

85.00

90.00

95.00

100.00

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

平
均
請
負
率
（
％
）

工事業種別平均請負率

土木系 土木一式工事

土木系 舗装工事

土木系 造園工事

土木系 水道施設工事

建築系 建築一式工事

建築系 電気工事

建築系 管 工事

建築系 その他工事

全 体
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７　工事業種別の平均評定点（令和元年度～令和５年度）

　単位：点

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

土木一式工事 78.16 78.52 79.25 79.33 79.74

舗装工事 79.15 79.68 80.17 79.44 79.55

造園工事 79.40 80.44 79.36 79.33 80.10

水道施設工事 77.05 78.00 77.66 78.94 79.17

建築一式工事 76.72 78.46 79.67 77.36 78.77

電気工事 78.98 80.21 79.93 78.44 79.82

管 工 事 76.63 78.65 79.00 79.09 79.64

その他工事 78.31 77.77 78.72 78.73 78.73

78.06 78.58 79.14 78.92 79.14

■土木系

 土木一式工事：令和元年度以降上昇傾向にあり、令和３年度からは79点台となった。

 舗装工事　　：令和元年度以降79点台で推移している。

 造園工事　　：

 水道施設工事：令和元年度から概ね上昇傾向で、令和５年は79.17点であった。

■建築系
 建築一式工事：

 電気工事　　：

 管工事　　　：令和元年度以降上昇傾向にあり、令和５年度は79.64点となった。

 その他工事　：令和元年度以降78点前後で推移している。

■全体　　　　：令和元年度以降78点台から79点台で推移している。

土
木
系

建
築
系

全　　体

79点台から80点台の間で上昇下降を繰り返しており、令和５年度は80
点台であった。

76点台から79点台の間で上昇下降を繰り返しており、令和５年度は78
点台であった。
78点台から80点台の間で上昇下降を繰り返しており、令和５年度は79
点台であった。

76

77

78

79

80

81

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

平
均
評
定
点
（
点
）

工事業種別平均評定点

土木系 土木一式工事

土木系 舗装工事

土木系 造園工事

土木系 水道施設工事

建築系 建築一式工事

建築系 電気工事

建築系 管 工 事

建築系 その他工事

全 体
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令和5年度、対象工事406件について、検査職員の指摘内容を分類整理しました。

１　指摘内容傾向（概略分類）

主な指摘・指導内容 件数 割合

工事写真 20 4.9%

施工体制台帳 11 2.7%

しゅん工図書 4 1.0%

現地仕上がり 4 1.0%

産業廃棄物 7 1.7%

安全対策・訓練報告 12 3.0%

出来形管理資料・図 13 3.2%

施工計画 5 1.2%

工事打合簿 5 1.2%

掲示物 2 0.5%

承認図・使用材料 5 1.2%

検査体制 2 0.5%

２　具体例（主なもの）

１） 写真

・ 全景（着手前、完了、施工状況）の写真不足

・ 工程（着手前、作業中、完了）の写真不足

・ 工事黒板の内容不明（記載内容が読み取れない）

・ 出来形写真のスタッフの水平、垂直が不明

・ 不可視部分の写真不足（基礎部分、遊具ねがらみ等）

・ 写真の整理不足（提出写真に他工事の写真が混在）

・ 掲示物の写真（内容、建設業の許可等アップ写真がなく拡大しても不明）不足

・ 廃棄物処理の写真不足（積込み、搬出、施設到着、投棄）

２） 施工体制台帳（提出・提示）

・ 提出用の施工体制台帳内容の不備（作業員名簿等）

・ 追加業者の施工体制台帳の未提出（契約後は直ちに市に提出）

・ 現場所持用の添付書類の不足　（下請契約に関する資料等）

・ 提出日と施工体制台帳作成時の不整合

・ 市への提出は最後に提出ではない。１次、２次下請契約ごとに提出する事。

（施工体制台帳、施工体系図は下請届と同等）

施工管理上の注意点（しゅん工検査の結果から）

8
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・ 掲示物の不足、誤記等（施工体系図との不整合、記載漏れ）

３） 産業廃棄物

・ 産業廃棄物運搬車両の表示無し（写真無し）

・ 廃棄物処理施設の許可写真無し

・ 産業廃棄物運搬経路無し（追加分の忘れ）

・ 再生資源利用促進実施書の記載内容不備

４） 現地仕上がり

・ インターロッキング舗装の不陸（建築工事）

・ 配管のクッション砂の雑な施工による品質管理

・ 塗装・防水の仕上げの塗りムラ、膨れ

・ 取合いシーリングの雑な施工（設備工事）

・ 設備工事における水栓の不適当な取付（使用資材及び取付け高さの不統一）

５） 安全管理

・ 電気工事における道路規制看板の設置

・ 電気工事における保安計画の指導無し

・ 安全訓練実施資料の提示

・ 仮設材の維持管理、安全点検報告書の未作成

・ 工事車両搬入搬出時の安全確認の徹底（学校工事における児童への配慮不足）

６） 施工計画

・ 工事完了後の保険期間の不足

・ 工期中の保険更新時に更新後の書類添付なし

・ 事前調査の提出書類なし

・ 解体工事における、公道での作業計画なし

７） 材料承認・承認図

・ 材料承認の不足（追加分）、日付の確認を行うこと

・ 承認図なしでの施工（建築系）

８） 出来形書類と写真の不整合

・ 写真から出来形調書への、転記ミスが散見。

・ 出来形が確認できる写真が少ない。（建築系）

9
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９） 検査体制の不備

・ 検査時のパソコン不調。（事前に確認をすること）

・ 検査時に必要な道具の準備がされていない。

・ 検査時に担当１名だけで、現地計測がままならない。

３　今後の留意点（まとめに代えて）

・写真管理に関しては注意する。（作業状況の写真不足、品質管理の撮影

方法確認とそれに基づく撮影、不可視部分の撮影を忘れず添付。）

・施工状況写真で一連の工程に不足が無いように撮影すること。

・写真管理について毎日パソコン等にバックアップを取ること。

　（データ紛失防止、他工事の写真の混在を無くすため）

・施工体制台帳原本に下請契約関係の書類不足傾向が多い。

　（建設業法の規程を確認）

・しゅん工図書（出来形管理資料　完了図）に記載ミス

　（誤記の有無について確認）

・廃棄物関連の手続き、処理について関連法令に基づく適正な対応

　（産業廃棄物の写真管理をしっかり行うこと）

・工事保険は特記仕様書に記載のある期間は、工事完了後であっても

書類提出が必要

　（工期延長等の場合は注意必要また、自社の保険期間の把握を行うこと）

・工事打合せ簿を有効に利用することが必要

　（受注者側から積極的に提出する）

・検査体制の不備・検査時提示書類の不備

　（検査体制の確立、検査時に求められた資料がすぐに提出できない）
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  豊橋市工事請負契約約款 第２５条（スライド条項） 
 

 
（賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更） 
第２５条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は
物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求すること
ができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額（請負金額から当該請求時の出
来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事金額（変動後の賃金
又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち
変動前残工事金額の1000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者と
が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者
に通知する。 

 
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合に
おいて、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするも
のとする。 

 
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当とな
ったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。 

 
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーシ
ョンを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金
額の変更を請求することができる。 

 

７ 前２項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始
の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

 
８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければなら
ない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を
通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

全体スライド 

単品スライド 

インフレ 

スライド 
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１４日以内 残工期２ケ月以上

次の賃金水準の変更日まで

工期末

出来高 残工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負額 （変動前残工事額：Ｂ）

インフレスライド

契約日 賃金水準
の変更日

請求日 基準日

残工事に対する

変動前後の差額（Ａ）

インフレスライド変更額

Ａ－Ｂ×１．０％

Ｂ×１．０％

ただし、Ａ＞Ｂ×１．０％

の場合のみインフレスライド
適用可能

原則、基準日は

請求日と同日です。
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https://www.city.toyohashi.lg.jp/58281.htm  
 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/58284.htm  
 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/58285.htm 
 

   https://www.city.toyohashi.lg.jp/54366.htm 
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余裕期間制度の試行実施 

○実施の背景 

余裕期間制度は、契約ごとに、工期の 30％を超えず、かつ、４ヶ月を超えな

い範囲内で余裕期間として設定できるもので、工事の始期（工事開始日）もしく

は終期（工事完了期限日）を発注者が指定、または、受注者が選択できる制度で

ある。国土交通省が設定している方法には「発注者指定方式」、「任意着手方

式」、「フレックス方式」があるが、本市では受注者が最も使用しやすいと考えら

れる「フレックス方式」での実施を試行的に行う。 

・「フレックス方式」とは 

発注者があらかじめ設定した全体工期（工事完了期限まで）の内で、受注者    

が工事の始期と終期を決定する。工事の了期限とは、「○月〇日までに完了して

ください」との意味です。受注者は全体工期の中で、自ら決定した工事の始期か

ら終期までが工期となり、受注者が決定した工期の始期までの間が、余裕期間と

なる。自ら設定した終期であっても、早期に完了した場合、早期完了を行って構

わない。また、工期延期も契約約款に記載の事由であれば可能である。  

○イメージ図

 

  

発注時：発注者が全体工期を決定する。全体工期の工事完了期限を設定する。 

 実工期：全体工期内で受注者が工事の始期と終期を設定する。設定期間は落札

候補者決定後２日以内に契約検査課に提出する。これが契約工期とな

り着手日、しゅん工日となる。 

 契約時：事後審査終了後契約を行う。 

 

メリット 

「フレックス方式」を活用することで、受注者が柔軟な工期の設定ができるこ

と、余裕期間内に建設資材の準備や労働者の確保（資材発注準備や下請負契約

等）のメリットがある。また、余裕期間内は技術者の専任が不要となるため、

技術者不足による入札参加控が期待される。 

 

例 260 日＝60 日+200 日 

発注者が工事完了期限を決定 

200 日 30 日 

余裕期間 30 日+実工期 200 日＝230 日は可能 
余裕期間 45 日+実工期 215 日＝260 日も可能（全体工期完了期限までにしゅん工） 

資料６
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豊橋市情報共有試行運用ガイドライン（令和６年４月） 

●対象工事 

システムを利用する工事は、当初設計金額が 130 万円を超える工事で1,500万円以上は発

注者指定型、1,500万円未満は受注者希望型とし、契約図書に指定された工事とする。 

ただし 建築系の歩掛、諸経費を使用している工事については、契約図書に記載がなくて

も、業者が活用したい場合は妨げない。その場合、諸経費の変更を行う。 

次の工事はシステム利用の対象外とすることができる。 

① 維持管理工事（指示票工事等） 

② 災害復旧など緊急対応が必要な工事 

③ 工期が著しく短く(概ね 1 ヶ月程度を目安とする)、生産性向上が期待できない工事 



1 
 

入札監視委員会について 

 

１．設置の趣旨 

【目的】 

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、市が発注

する工事等の入札及び契約の公正性・透明性を確保するため、中立・公正の立場で客観

的に審査・監視する第三者機関を設置し、入札及び契約の適正化を図るもの。 

２．所掌事務について 

 
（1) 公共工事に関し、入札・契約手続の運用状況等について市長又は企業の管理者から報

告を受けること。 

  委員会開催前に各委員に、入札方式別発注工事総括表、入札方式別発注工事一覧表など

により書面により報告し、委員はこれに基づいて(2)の抽出を行う。（愛知県様式別添参照） 

 

（2) 公共工事のうちから委員会が抽出したものに関し、入札参加資格の設定理由等につい

ての検討を行い、市長等に対して意見の提言等を行うこと。 

 

（3) 公共工事に係る入札・契約手続に関する再苦情について検討を行い、市長等に対して

検討結果を報告すること。（法律第十七条第二項第三号より） 

（１）（２）の事務に関し、入札参加資格の設定、入札率の状況などにおいて改善すべき

と認められた場合は、意見の提言がなされる。 

意見の提言がなされた場合、入札制度検討会議において改善案を検討する。 
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【入札監視委員会のイメージ】 

（入札結果等の審査） 

 
 
 

（再苦情申し立ての審査） 

 
 

 

入札結果の報告
（契約担当課→各委
員）

改善結果の報告
(契約検査課→委員
会）

制度改正等
入札制度検討会議
で制度改正等検討

改善すべきと認める
場合に意見の提言
(委員会→市長）

提言内容の検討
（契約検査課等）

検討対象工事の抽
出
（委員会）

入札監視委員会開
催【抽出事案の説
明】（担当部局長
→委員会）

審議
依頼

結果
報告

回答
苦情申
立て

回答
再苦情
申立て

入札監
視委員
会で審
議

却下 却下

市長市長


